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島本町教育委員会 会議録（令和３年第８回 定例会） 

日 時 
令和３年７月２０日（火） 

 午前９時３０分 ～ 午前１０時３０分 

場 所 島本町役場３階 委員会室 

出 席 者 中村りか教育長、髙岡理恵教育委員、西山洋子教育委員、西尾一実教育委員 

（教育こども部）岡本泰三部長、安藤鎌吾次長 

（教育総務課）廣井信弥課長、上月健史参事 

（教育推進課）山田敏博課長、森悠介参事 

（子育て支援課）南田篤志課長 

（生涯学習課）奥野大介課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 森田美佐教育委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第１４号報告  令和３年度夏季休業日中における児童生徒の指導につい

て 

第２５号議案  島本町文化推進委員会委員の委嘱について 

第２６号議案  令和４年度使用中学校歴史教科用図書の採択について 

 

議 決 事 項 第２５号議案、第２６号議案 

教 育 長 の   

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者７名 
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教育長       本日、森田教育委員から、島本町教育委員会会議規則第３条第３項

の規定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席者は４名

です。 

定数を満たしておりますので、令和３年第８回教育委員会定例会を

開会いたします。 

お諮りいたします。会議録署名委員は、島本町教育委員会会議規則

第１７条第２項の規定により、西山教育委員に決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、会議録署名委員は、西山教育

委員に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

   それでは、第１４号報告「令和３年度夏季休業日中における児童生

徒の指導について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   それでは、第１４号報告「令和３年度夏季休業日中における児童生

徒の指導について」、御説明申し上げます。 

令和３年７月６日付け島教教第５８６号にて、各学校長に対して夏

季休業日中における児童・生徒の指導について、適切かつ万全に行わ

れるよう通知いたしました。また、大阪府教育庁からの通知も併せて

指導を行っております。 

特に、昨年から続く新型コロナウイルス感染症拡大により、学校生

活をはじめ、児童生徒を取り巻く環境が大きく変化していることから、

引き続き夏季休業期間中にも、その影響が生徒指導上の課題として現

れることが予想されるため、このことを踏まえ、本町では大きく２項

目８点について、留意事項を作成しました。 

 第１項目の生徒指導につきましては、児童虐待における学校の果た

すべき役割として、児童虐待が判明した場合（疑いのあるものを含む。）

は、速やかに子ども家庭センター及び島本町子育て支援課に通告する

こと。次に、いじめ対応につきましては、学校いじめ防止基本方針に

のっとり、組織的に迅速かつ適切な対応に努めること。また、近年、

ＳＮＳ上のトラブルやいじめ事象も生起している中、児童・生徒に携

帯電話やスマートフォン等を介したインターネット利用の危険性を認

識させるとともに、家庭でのルールづくり等、保護者への啓発を図る
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こと。そして、配慮を要する不登校児童・生徒に対しては、きめ細か

な指導・支援を充実させ、家庭や関係機関との連携を図ること。さら

には、欠席が長期にわたっている等、気になる児童・生徒については、

いわゆるヤングケアラーの可能性及び児童虐待も視野に入れ、現状把

握に努めながら組織的・計画的な支援を行うよう示しております。 

 第２項目の安全管理につきましては、特に休業日中の水遊びやスポ

ーツ活動に当たり、落雷、集中豪雨等の天候の急変等に十分注意を払

う等、事故防止と安全確保に万全を期すことについて、児童・生徒の

指導に努めるよう示しました。また、部活動において、新型コロナウ

イルス感染症対策と合わせて、熱中症への十分な対策を取り、水分補

給に配慮するなど細心の注意を払うことについても、示しております。 

以上、簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

教育総務課長    第１４号報告につきまして、資料の訂正を１箇所お願いしたいと存

じます。お配りしております資料の鑑文、表題に「令和３年度第８回

教育委員会定例会議事日程」と記されている目次に当たる表紙でござ

います。こちらのうち「３ 議事」とございまして、「第２ 第１４号

報告」と致すべきところ、「第３ 第１４号報告」と誤記がございまし

たので、訂正方よろしくお願いいたします。以後このようなことがな

いよう気を付けてまいる所存でございます。 

教育長       ただいまの報告について、御質問、御意見等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

それでは、第２５号議案「島本町文化推進委員会委員の委嘱につい

て」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    それでは、第２５号議案「島本町文化推進委員会委員の委嘱につい

て」、御説明申し上げます。 

８ページを御覧ください。教育長に対する事務委任規則第１条第１

項第１５号の規定に基づき、議決を求めるものでございます。島本町

文化推進委員会は、島本町執行機関の附属機関に関する条例に基づき

設置しているもので、その担任する事務は、伝統文化と現代文化の調

和を図り、未来文化の発展に資するため、町の文化の振興に関し、教

育委員会に意見を具申するものとなっております。 
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それでは、１０ページを御覧ください。委員名簿を掲載しておりま

す。委員の任期は２年間となっており、今般、新たな任期に伴い委嘱

をするものでございます。任期は、令和３年８月１日から令和５年７

月３１日までとなっております。名簿の７番、８番の方は、地域文化

に詳しい方を新たに委嘱するものでございます。名簿の９番、１０番

の方は、今回、広報しまもと等において公募を行い、４名の応募があ

った中から島本町公募委員選考委員会により選考された２名の方でご

ざいます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      ９番、１０番の方の公募の選考基準を教えてください。 

生涯学習課長        島本町公募委員選考要綱におきまして、教育長、総合政策部長等の

委員からなる委員会におきまして、選考されたことによるものです。

文化推進委員の担任事務としましては、伝統文化と現代文化の調和を

図り、未来文化の発展に資するため、町の文化の振興に関し、教育委

員会に意見を具申するものとなっておりますので、文化に造詣のある

方等を選考するものとなっております。選考委員会での選考もござい

ましたけれども、公募に当たっては、８００字程度の島本町の文化に

関してどう思われるかということについての小論文も提出していただ

いたので、そちらを加味した上で審査された形になっております。 

教育長       選考委員の一人として参加させていただいたのですが、お二方とも、

以前から島本町の文化について大変造詣が深く、また、思いも深く、

今後の活躍を期待できる方かなと考えております。 

ほかにございませんか。 

教育委員      ７番、８番の方の選考基準も教えていただいてよろしいでしょうか。 

生涯学習課長    具体的な基準というものはございませんけれども、８番の方であり

ますと、町におきまして音楽フェスティバルの実行委員会等をされて

いたり、文化全体に関わる町の事業に携わっていただいたり、商工会

に属されていた、というような形で、御推薦させていただいたところ

でございます。７番の方でございますけれども、少し御高齢の、生ま
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れてからずっと島本町にお住まいの方で、特に高浜のことについては、

町の文化、歴史について詳しい方である、ということを前任の委員の

方からもお聞きしているところでありまして、それをもって推薦させ

ていただいたところでございます。 

教育長       ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第２６号議案「令和４年度使用中学校歴史教科用図書の

採択について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   それでは、第２６号議案「令和４年度使用中学校歴史教科用図書の

採択について」、御説明申し上げます。 

令和４年度使用教科用図書につきましては、義務教育諸学校の教科

用図書の無償措置に関する法律第１４条、同法施行令第１５条第１項

の規定により、令和３年度に使用している教科書と同一の教科書を採

択しなければならないこととされております。しかし、このたび、令

和３年度中学校用歴史教科書に関しまして、自由社の「新しい歴史教

科書」が、教科用図書検定規則に基づき、検定審査不合格決定の翌年

度に行われた再申請により、文部科学大臣の検定を経て、新たに発行

されることとなりました。このことによりまして、義務教育諸学校の

教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第６条第３号の規定によ

り、令和３年度において、自由社の「新しい歴史教科書」を含めた中

学校用歴史教科書の採択替えを行うことが可能となったところであり

ます。 

その際、文部科学省からの通知「令和４年度使用教科書の採択事務

処理について」におきまして、採択替えを行うことができるのは、新
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たに発行されることとなった教科書の種目のみであること。、採択替え

を行うか否かは、採択権者の判断によるべきであること。その際、都

道府県教育委員会において行う新たに発行されることとなった図書に

ついての調査研究の結果（選定資料）のほか、令和２年度における採

択の理由や検討の経緯及び内容等を踏まえて判断することも考えられ

ること。等に留意することとされております。 

  本町教育委員会としましては、資料４７ページから７９ページに添

付しております「参考資料」並びに令和２年度における採択の理由や

検討の経緯及び内容等を踏まえまして、令和３年度使用中学校用歴史

教科書の採択替えを行わないこととし、令和４年度使用教科書採択に

ついては、令和３年度と同一の教科書を採択することといたします。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      ２点お願いします。まず、自由社が不合格で再申請をされて合格に

なったということですが、どこを変えて合格になったのか教えていた

だきたいと思っています。もう１点が、今中学校で使われております

教科書ですので、中学校の意見を簡単に教えていただけたらと思いま

す。 

教育推進課長    １点目ですが、文部科学省で選定作業を行うという形になっており

ますので、詳細までは把握していないんですけれども、昨年度指摘が

あったところを変更して、再度申請をして認可をされたという形にな

っております。 

２点目、今現在、中学校では、歴史教科書については東京書籍の方

を使用しております。資料の４７、４９ページを御覧ください。第一

中学校、第二中学校から、今回の採択に係る意見書という形で、現在

の東京書籍及び新しく発行された自由社についての意見を頂いており

ます。東京書籍の方については、人権問題であるとか、ＳＤＧｓの取

扱いについて挙げられていると。また、見通しを持って子どもたちが

主体的・対話的で深い学びを意識した配慮がある等上げられておりま

す。また、自由社の方につきましては、チャレンジ問題等を設定して
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学習の内容を確認したり、歴史の学習を振り返り、話し合い、活動す

る等、工夫がされている点も見受けられますが、一方として、授業内

容と関連性が少ないページもある等の御指摘も、学校の方から上がっ

ております。 

教育長       ほかにございませんか。 

教育委員      皆さんからたくさんの意見が寄せられていまして、学校の教科書を

選定するに当たってすごく関心を頂いていると思っています。だから、

その中を今回丁寧に読ませていただきました。中学校の意見としては、

コラムとかレイアウトとかフォントとかいうようなことが書かれてい

ますが、住民の方の意見の中には、歴史的に間違えていることが多い

ということが書かれています。私は、歴史のところではプロではない

ので、それがどうなのかは分からないのですが、それについては、中

学校として言いにくいところなんですか。 

教育推進課長    今回、新しく自由社の教科書が発行されるということで、大阪府教

育委員会の方で、教科用図書選定資料が新しく発行されております。

これを基にしながら、中学校の方で教科書の内容と見比べ、今回の御

意見を頂いている、ということになりますので、先ほど委員御指摘の、

歴史上の間違い等あるのではないか、という部分については、ここの

中では述べられていない、というような形になっております。 

教育長       ほかにございませんか。 

教育委員      東京書籍さんは、市場では大手で、中学校の教科書では占められて

いるのではないかと思いますが、島本町では、教科書の採択に当たっ

て、教科書会社さんの変遷といいますか、１社に決まってきているの

か、それとも年度によって数社変わっている歴史があるのか、教えて

いただければと思います。 

教育推進課長    中学校の教科書採択につきましては、令和２年度に採択事務を行い

まして、令和３年度から新しい教科書を使用しております。その中で、

今回、中学校の歴史の教科書でありますが、令和２年度までにつきま

しては帝国書院の歴史教科書、令和３年度からは東京書籍の教科書を

使用しております。 

教育長       その年に出された教科書会社からのものは全て検討して、教育委員

の皆様にも全部お目通しいただいた上で、大変御苦労掛けて採択して
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おります。中学校の現場の教師の意見は、土台にはなるんですけれど

も、そこに委員の方々の私見、御意見を頂いた上で、大変参考にさせ

ていただきながら決めております。 

          ほかにございませんか。 

教育委員      前回、教科書採択を進めました時に、今現在使われている東京書籍

の歴史の教科書の方が、教育委員会の方でも、私の方で考えましたと

ころでも、大変良いと一致して採択されたという経緯がございますし、

今のところ東京書籍に関しまして、どこが悪いとか、何か不都合があ

ったという話も聞いておりませんので、特に問題ないかと思います。

歴史の教科書では、歴史的記述内容で賛否を問われるところが毎回一

番多いんですね。一般的に、町民の皆様から御意見いただいたところ

でも、やはり、歴史に関連する記述のここはどうかとか、歴史的配慮、

人権的配慮的にこの語句はどうか、という問題が毎回のように上がっ

てきて、そこが議論されるところではあると思うんですけれども、今

回、個人的には東京書籍で良いと思うんですけれども、自由社がこう

いう形で上がってきまして、歴史的根拠から基づいている賛否もある

かとは思うんですけれども、教育委員会的に、自由社を今回遠慮とい

うか、歴史的記述も踏まえてここはやっぱり良くない、という推しの

ところがあったら教えていただきたいと思います。 

教育推進課長    自由社の教科書についてですが、中学校の方から御意見を頂いてお

りますように、関連性の少ないページがあるとか、分量等が少し少な

いというような声を現場から聞いております。また、委員御指摘のと

おり、現在使用の東京書籍の方で何か不都合があるとか、何か困って

いるような点があるというような声も聞いておりませんし、意見を見

ますと、やはり、東京書籍の部分で人権問題等であるとか、ＳＤＧｓ

又は主体的、対話的で深い学び等を考慮したレイアウト等になってい

るという部分の御意見がありますので、このような意見を参考にして、

今回採択について御検討をお願いしているところであります。 

教育長       ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 
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教育委員      今回、中学校の教科書を決めるにも、私たちも大分時間を費やして

確認して、ここで審議された教科書と自負しております。ですので、

また次回に自由社が入ってくるときに、それを踏まえてはいかがかな

と思います。また、今変えてしまうと、１年しか使われていないので、

東京書籍の歴史教科書の評価もなされないままに終わってしまうので

はないかと思っておりますので、このままでいいかなと思っておりま

す。 

教育長       ほかにございませんか。 

教育委員      私は審議委員ではないので教科書採択には参加していませんが、き

っちりと規定にのっとった手続がされて案が出来上がってきていると

思いますし、先生方が使い慣れて再検証もされるべきだとも思います

ので、議案に賛成したいと思います。 

教育委員      私も、皆さんの御意見をお聞きしまして、現場の先生の理解と見解

を重視するという評価と思いますので、このまま東京書籍で良ろしい

かと思います。 

教育長       ただいま委員の方々から頂いた御意見、地域の方からの意見書も目

を通させていただいたんですけれども、同様のものがたくさんありま

した。地域の方々の関心も高いと改めて思いましたし、今後も、それ

らの御意見、現場の教職員の意見を参考にしながら、公正・公平の立

場で教科書採択を進めてまいりたいと思います。 

それでは、ほかにないようでございますので、討論を終結いたしま

す。 

          それではお諮りします。本案は、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、以上をもちまして、令和３年第８回教育委員会定例会を

閉会いたします。 

 


